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資源ごみ（古紙、古
着・古布）の出し方
について

　市は、資源ごみ（古紙、古着・
古布）のごみステーション回収（行
政回収）を毎月1回実施していま
す。ごみの量を減らしリサイクル
率を高めるため、ぜひご協力をお
願いします。

古紙について
　古紙は、濡れてもリサイクルに
支障がありませんので、雨天でも
回収します。
　「家庭用　資源・ごみ収集日程
表」に記載している規定どおり、
種類ごとに紙ひもなどで束ねる
か、紙袋に入れ、紙ひもなどで結
び中身が出ないようにして出して
ください。
※シュレッダー細断紙は飛び散る
おそれがあるため、袋に入れても
回収できません

（有価物集団回収（廃品回収）に出
すか、碓氷川クリーンセンターへ
直接搬入してください）
※ビニール袋に入れて出すと、古
紙とは判断されず回収されません
※防水加工された紙、印画紙、食
品残渣のついた紙などは出さない
でください

（詳しくは「家庭用　資源･ごみ収
集日程表」参照）

古着・古布について
　新型コロナウイルス感染拡大の
影響で停滞していたリサイクルの
流通再開にともない、現在は通常

の収集を行っています。
　ただし、古着・古布は濡れると
カビの原因となりリサイクルがで
きなくなりますので、できる限り
雨天時に出すのはご遠慮くださ
い。雨天時に出す場合は、透明・
半透明のビニール袋に入れて、水
が入らないようしっかり封をして
ください。
※燃えるごみ指定袋を使用する場
合は、燃えるごみと区別するた
め、袋の見やすい場所に「古着」
と書いてください
※ボタン・ファスナーなどは取ら
ずにそのままお出しください
※布団類、カーペット、汚れが著
しいものなどは出せません

（詳しくは「家庭用　資源･ごみ収

集日程表」参照）

クリーンセンターへの直接搬入
　月～金曜日（年末年始を除く）の
午前8時30分～11時30分、午後1
時～4時30分に、種類ごとに分別
して搬入してください。（処理手
数料はかかりません。）
※資源ごみのごみステーション回
収（行政回収）は、有価物集団回収

（廃品回収）を補てんするために実
施するもので、できるだけ地域の
団体が実施する有価物集団回収を
ご利用ください
■問 □ク 環境政策課廃棄物対策係

（☎内線1881）

資源ごみのリサイクルにご協力ください

紙ひもなど 紙袋

ビニール袋 シュレッダー細断紙

納骨堂の礼拝ホール霊園入り口

※受付開始当初は混雑が予想されますので、お時間に余裕をもってお越
　しください

竹林の管理に
困っていませんか

　近年、竹林の生育面積の拡大と
それに伴う森林の荒廃が問題と
なっています。そのほかにも、住
宅地や農地では地下茎による隣地
への侵入や日照不足、積雪時の倒
伏による道路通行への支障など、
さまざまな環境問題が生じていま
す。
　市は住環境の向上のため、市民
の皆さんが自主的に行う竹林の管

理に対して竹を駆除するための薬
剤の提供と、注入用器具および竹
粉砕機の貸し出しを行っていま
す。
対象となる取り組み
　市内に竹林を所有する人または
委任を受けた人が、自主的に行う
竹林の管理活動
■内 ◎薬剤の供与
　竹1本あたり10ミリリットルの
薬剤を供与します。原則として
1,000本まで供与します。ただ
し、竹林の面積のうち500㎡の範
囲における竹に限り、追加で認定
できます。
　竹の本数を数えるのが難しい場
合は、一般的な竹林の平均密度

（1㎡あたり2本）を元に、供与す
る薬剤を算定します。
◎作業、薬剤注入用器具の貸与
　竹に穴を開ける充電式ドリルお

よび薬剤注入用器具を貸し出しま
す（期間は14日以内）。
◎竹粉砕機の貸与
　伐採した竹を粉砕する竹粉砕機
を貸与します（貸与期間は7日以
内）。
　竹粉砕機の燃料代や管理費な
ど、利用にかかるすべての費用
は、貸与を受けた人の負担です。
料金については、□松 農林課林政鳥
獣対策係までお問い合わせくださ
い。
■応 市■HP から書式をダウンロードも
しくは□松 農林課林政鳥獣対策係で
申請書・借用書を記入し、管理計
画書・位置図・竹林の現況写真

（2枚以上）を持参のうえ、窓口で
申請してください。
■問 ・■申 □松 農林課林政鳥獣対策係

（☎内線2617・2618・2619）
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市営すみれケ丘
霊園の申込開始

　6月1日（木）から、市営すみれケ
丘霊園の申込みが始まります。詳
細は募集案内をご確認いただき、
必要書類をそえて窓口にお越しく
ださい。
　なお、事前に電話予約をしてい
ただくと、スムーズにご案内でき
ますので、ご協力をお願いしま

す。
募集案内の配布場所
すみれヶ丘聖苑、□本 市民課市民相
談係、□松 住民福祉課市民係、□ク 環
境政策課、光陽館、ゆうあい館、
各 地 区 公 民 館 ・ 生 涯 学 習 セ ン
ター、市■HP 
■期 6月1日（木）～7月14日（金）
※□本 および□松 の受付は、土曜・日
曜が休業日、すみれヶ丘聖苑の受
付は、友引の日が休業日です

■対 区画墓地
下記すべてを満たしている人
①安中市に住所があり、（民法上

の）親族の焼骨を有している人
②使用許可日から3年以内に墓石

などを建立できる人
納骨堂および合葬墓
下記①・②のいずれかに該当する
人
①安中市に住所があり、（民法上

の）親族の焼骨を有している人
（死亡者の住所は問いません）

②死亡時において、安中市に住所
があった人の焼骨を有している
人（申請者の住所や、親族かは
問いません）

合葬墓（生前登録）
安中市に住所がある人
※「焼骨を有している」とは、手

元に所持しているほか、ほかの
墓などにすでに埋蔵してある状
態も含みます

※合葬墓のみ、自身が亡くなった
後のために申込をする「生前登
録」ができます

■問 市民課すみれヶ丘聖苑
（☎027－382－2554）

古紙行政回収量・売却代金について
　現在燃えるごみとして焼却している約50％が紙類・布類です。その中には、正しく分別すれば資源と
してリサイクル可能な古紙・古着・古布が多く含まれています。
　ご家庭で資源物の分別に取り組んでいただき、ごみ減量化・資源化にご協力をお願いします。
　令和4年度の実績は、回収量　 515,030kg、売却金額　2,288,940円でした。

受付期間
6月1日（木）
～16日（金）
6月19日（月）

～7月14日（金）

　　　　　　場　所

□本 第1相談室、□松 第2会議室

すみれヶ丘聖苑、□本 市民課市民
相談係、□松 住民福祉課市民係

実施日時
午前9時～正午

午後1時～午後4時
午前8時30分～
午後5時15分
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